
鹿島市訓令第５１号 

 

 

   鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金交付要綱  

 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、物価高騰の影響を受けている市民又は事業者の経済的負担

を軽減するため、予算の範囲内において鹿島市物価高騰対応上水道未使用

者等支援金（以下「支援金」という。）を交付することとし、その支援金

の交付については、鹿島市補助金交付規則（昭和４７年規則第９号。以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。  

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 上水道未使用者 上水道を使用していない者であって、市に所在する

井戸水、湧水等の市の上水道以外の飲用設備等のみを使用している者を

いう。 

 ⑵ 簡易水道組合等 簡易水道又は小規模水道を管理し、又は運営する組

合をいう。 

 ⑶ 二世帯住宅 １つの家屋について、それぞれの世帯の居住部分が、壁、

天井、床等により完全に遮断されており、当該世帯がそれぞれの居住部

分だけで生活できるよう、それぞれの世帯の居住部分に、玄関（勝手口

を除く。）、便所、台所、風呂等が備わっているものをいう。  

 （交付対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、

本市が物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する令和

８年２月及び令和８年３月検針分の上水道基本料金の減免の対象とならな

い者のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、官公署を除くも

のとする。 

 ⑴ 令和７年１２月１日（以下「基準日」という。）における上水道未使

用者 

 ⑵ 市内に事業所又は事務所を有する法人又は個人事業者で、基準日及び

支援金の申請時において継続して事業を営む上水道未使用者  



 ⑶ その他市長が特に認める者 

２ １つの家屋に複数の世帯が同居する場合で、二世帯住宅でない場合は、

いずれかの世帯主を交付対象者とする。 

３ １つの事業所又は事務所を複数の者で共同利用している場合は、代表者

１人を支援金の交付対象者とする。 

 （支援金の額） 

第４条 支援金の額は、１世帯又は１事業所当たり２，３００円とする。 

 （交付の申請及び請求） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、鹿島市物価高騰対応上水道未

使用者等支援金交付申請書兼請求書（簡易水道組合等用）（様式第１号）

又は鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金交付申請書兼請求書（上

水道未使用者用）（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 簡易水道組合等用については、使用世帯の住所、世帯主氏名が確認で

きる書類 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する支援金交付申請書兼請求書の提出期限は、令和８年３月

３１日とする。 

３ 支援金の交付は申請１件につき、１回限りとする。  

 （交付の決定及び額の確定） 

第６条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を確認し、その

内容が適正であると認めたときは、鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等

支援金交付決定通知書兼確定通知書（様式第３号）により、当該申請をし

たものに通知し、支援金を交付するものとする。 

 （交付決定の取り消し） 

第７条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定をした者が、次の各号

のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し鹿島市物価高

騰対応上水道未使用者等支援金交付取消通知書（様式第４号）により、当

該支援金の交付決定をした者に通知するものとする。  

 ⑴ 規則、この要綱及び関係法令等の規定に違反したとき。  

 ⑵ 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

 （支援金の返還） 

第８条 市長は、支援金の交付を受けた者が前条の規定により支援金の交付

決定を取り消したときは、交付した支援金の返還を求めることができる。 



 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、

市長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱の失効前に第６条の規定により交付の決定を受けた支援金について

は、第８条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。



  

様式第１号（第５条関係）

鹿島市長　　　　　　　　　　様

次のとおり申請（請求）します。

（振込先）

（職員確認用）

2,300

申
請
者
記
入
欄

確
認
事
項

確認のうえ□
に✓をしてくだ
さい

使用世帯は上水道の基本料金減免事業と重複して交付を受けて
いません。

重複して交付を受けた場合は、支援金を返還します。

0金

鹿島市

㊞

②１世帯当たりの

交付額

フリガナ

口座名義人

鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金交付申請書兼請求書（簡易水道組合等用）

（1）

（2）

簡易水道組合等については、使用世帯数が分かる資料として、使用世帯の住所と
世帯主氏名を確認できるもの

振込口座通帳の写し

添
付
書
類

世帯 円 円

合計額（①×②）

0

内訳

　　 　年　 　　月　　　 日

金融機関名

預金種別

口座番号

普通預金

□銀行  　□信用金庫

□農協  ・ （　　　　　　　）

□本店 　□支店　□支所

□出張所 ・ （　　　 　　　）

（該当する預金種別に✓をして下さい）当座預金

円

①使用世帯数

簡易水道組合等名称

申請者（代表者氏名）

代表者の住所

代表者の電話番号

申請（請求）金額

（　受　付　印　）

（口座番号を右詰で記入して下さい）

(ゆうちょ銀行は、通帳見開き下段の内容で記入して下さい)

料 住 入 財 決定

（ ）（ ） （ ）（有・無） □

（ ）（ ） （ ）（ ）

（ ）



 

  

様式第２号（第５条関係）

鹿島市長　　　　　　　　　　様

次のとおり申請（請求）します。
なお、支援金の交付の可否の決定のため、私の住民登録資料について、鹿島市が各関係機関に
調査し、照会し、又は閲覧を求めることを承諾します。

（振込先）

（職員確認用）

フリガナ

口座名義人

鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金交付申請書兼請求書（上水道未使用者用）

添
付
書
類

　　 　年　 　　月　　　 日

申
請
者
記
入
欄

確
認
事
項

金

鹿島市

㊞

当座預金

金融機関名

預金種別

口座番号

普通預金

□銀行  　□信用金庫

□農協  ・ （　　　　　　　）

□本店 　□支店　□支所

□出張所 ・ （　　　　　　　）

（該当する預金種別に✓をしてください）

（　受　付　印　）

（口座番号を右詰で記入して下さい）

(ゆうちょ銀行は、通帳見開き下段の内容で記入して下さい)

振込口座通帳の写し

2,300

上水道及び簡易水道・小規模水道以外の井戸等を使用しています。（上
水道使用者及び簡易水道等使用者はこの申請は不要です）

上水道の基本料金減免事業と重複して交付を受けていません。
重複して交付を受けた場合は、支援金を返還します。

確認
のうえ
□に

✓をし
てくだ
さい

円

申請者
（世帯主名・事業者名）

所在地又は住所

電話番号

申請（請求）金額

料 住 簡 入 財 決定

（ ）（ ）（ ） （ ）（有・無） □

（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）

（ ）



様式第３号（第６条関係） 

    

年  月  日  

         様 

鹿島市長           

 

鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金  

交付決定通知書兼確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった鹿島市物価高騰対応上水道未使

用者等支援金については、次のとおり決定し、額を確定したので、鹿島市物

価高騰対応上水道未使用者等支援金交付要綱第６条の規定により通知しま

す。 

 

 交付決定額及び額の確定額  金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金交付取消通知書 

 

 

                           年  月  日 

 

         様 

 

 

                    鹿島市長 

 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定のあった鹿島市物価高騰

対応上水道未使用者等支援金について、次のとおり交付決定を取消したので、

鹿島市物価高騰対応上水道未使用者等支援金要綱第７条の規定により通知し

ます。 

 

記 

 

１ 支援金取消金額 金          円 

 

２ 取消理由 

 

 

 


